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低
所
得
の
介
護
保
険
施
設
利
用

者
の
食
費
・
居
住
費
の
軽
減（
負

担
限
度
額
）

　

介
護
保
険
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
・
短
期

入
所
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
ほ
か
、
食
費
と
居

住
費
（
部
屋
代
）、
お
よ
び
日
常
生
活

費
が
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
が
、
食
費

と
居
住
費
は
、
収
入
等
に
応
じ
て
負
担

限
度
額
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

申
請
に
よ
り
負
担
限
度
額
認
定
が
行

わ
れ
る
と
、
下
表
の
該
当
要
件
を
満
た

す
方
は
通
常
よ
り
も
食
費
・
居
住
費
が

安
く
な
り
ま
す
。

８
月
か
ら
の
負
担
限
度
額
認
定
証
の
申

請
受
付
に
つ
い
て

　

７
月
ま
で
有
効
の
負
担
限
度
額
認
定

証
を
お
持
ち
の
方
に
は
、
す
で
に
申
請

書
類
を
発
送
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
申
請
は
８
月
４
日
㈮
ま
で
に
お
願

い
し
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の　

申
請
書
兼
同
意

書
、
利
用
者
本
人
の
預
貯
金
通
帳
の
コ

ピ
ー
ま
た
は
通
帳
原
本
（
配
偶
者
が
健

在
の
場
合
の
み
配
偶
者
の
分
も
必
要
）、

旧
認
定
証
、
印
鑑
、
利
用
者
本
人
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の
、
申
請
者

の
本
人
確
認
の
で
き
る
も
の
（
運
転
免

許
証
等
）

社
会
福
祉
法
人
等
に
よ
る

利
用
者
負
担
の
軽
減
制
度

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
で
、
世
帯

の
収
入
状
況
等
を
勘
案
し
生
計
が
特
に

困
難
と
判
断
さ
れ
る
方
に
対
し
、
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
社
会
福
祉
法
人
等
が

利
用
者
負
担
を
軽
減
す
る
制
度
で
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の　

印
鑑
、
医
療
保

険
の
被
保
険
者
証
、
世
帯
全
員
の
収
入

お
よ
び
預
貯
金
等
の
金
額
が
わ
か
る
も

の
（
預
貯
金
通
帳
等
）

２
・
１
高
齢
者
介
護
課

　

☎
25

－

５
２
０
５

吉
田
・
大
滝
・
荒
川
総
合
支
所
市
民
福

祉
課

　

吉
田
☎
72

－

６
０
８
２

　

大
滝
☎
55

－

０
８
６
５

　

荒
川
☎
54

－

２
１
１
６

　

平
成
29
年
度
介
護
保
険
料
決
定
通
知

書
を
７
月
中
に
郵
送
し
ま
す
。

　

納
付
す
べ
き
金
額
と
納
付
方
法
に
つ

い
て
記
載
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
確

認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

現
在
お
使
い
の
介
護
保
険
負
担
割
合

証
は
、
有
効
期
限
が
７
月
31
日
㈪
ま
で

と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
８
月
１
日
㈫

か
ら
一
年
間
有
効
の
割
合
証
を
、
７
月

20
日
㈭
に
発
送
し
ま
す
。

１
高
齢
者
介
護
課
☎
25

－

５
２
０
５

吉
田
・
大
滝
・
荒
川
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

吉
田
☎
72

－

６
０
８
２

　

大
滝
☎
55

－

０
８
６
５

　

荒
川
☎
54

－

２
１
１
６

介
護
保
険
施
設
利
用
者
の
皆
さ
ん
へ

施
設
利
用
の
負
担
軽
減
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す

通話料無料！防災行政無線の放送内容が聞きづらい場合は電話で確認ができます。
防災無線ダイヤル カクニンくん☎０８００－８００－５７４７

負 担 額

該 当 要 件 

軽減後の居住費〈日額〉
軽減後の食
費〈日額〉ユニット型

個室

ユニット型
準個室
従来型個室

多床室

第１段階 ・世帯全員が住民税非課税

・別世帯に配偶者がいる場合
は、配偶者も非課税

・預貯金等の資産合計が、単
身で1,000万円以下、夫婦
で2,000万円以下

老齢福祉年金受給者
生活保護の受給者等 820円 490円

（320円） 0円 300円

第２段階

課税年金収入額、合計
所得金額、および非課
税年金収入額の合計が
80万円以下の方

820円 490円
（420円） 370円 390円

第３段階 第２段階に該当しない
方 1,310円 1,310円

（820円） 370円 650円

※（　）内は特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の金額。

介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
を

発
送
し
ま
す

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
へ

新
し
い
「
介
護
保
険

負
担
割
合
証
」
を

発
送
し
ま
す
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